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《 ― 登録までの流れ ― 》 
 

 

 

                 

                        登録申請書類を登録行政庁に提出（※一部は支部受付） 

   
 
                       ※新規の業者登録や非協会員の申請は、原則登録行政庁に直接提出。 
                                                   ※協会支部の中には、非協会員も受け付ける支部があります（下記参照） 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                              拒否した場合には、申請者に直接通知されます。 

          

 

 
 
  ◆登録簿は一般の閲覧に供されます。   ※新規登録や非協会員には、登録行政庁から直接登録通知等が交付されます。 

 

 ◆登録業者の公表 

 

  ※貸金業者登録簿に掲載された業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索」で誰でも検索できます。 

   情報検索のアドレス https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php 

 

 ◆登録申請書の受付について―新規登録や非協会員については原則登録行政庁に直接提出― 

各都道府県にある協会の支部は、協会員が登録行政庁に提出する申請書や届出書等の受付を行っていま

す。新規登録申請や非協会員は、登録行政庁に直接提出するのが原則になります。 

ただし、以下記載の都県については、非協会員も協会支部を経由して行政に申請書や届出書等を提出するこ

とになっています。ご不明の点がありましたら、各都道府県の協会支部にお問い合せ下さい。 
 

 【協会員以外でも受付を行う支部】 

  秋田県、山形県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、静岡県、和歌山県、三重県、 

  広島県、徳島県、熊本県、大分県、福岡県、佐賀県、沖縄県 

 

 

 

登録申請者 

都道府県 協会支部 

財務（支）局 各都道府県 

審   査 

登  録 拒  否 

都道府県 協会支部 

登録申請者 貸金業者登録簿 

金融庁ＨＰ 
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（第１面） 

 

【日付】 ●● 年 ●● 月 ●● 日 

 

 

関 東 財 務（支）局 長 

   殿 

  知   事 
 

 

【住所】 （郵便番号 １００ － ０００４ ） 

  申請者 住  所 東京都千代田区大手町１丁目１番１号 

             （※注 「ビル名について」参照） 

 電話番号（ ０３ ）１１００－０００１ 

 

【商号又は名称】 

商  号
又は名称 大手町サービス株式会社 

氏  名 代表取締役 中 央 太 郎  

  （法人にあっては、代表者の氏名） 

 

（ 
法定代理人   

 
氏名、商号 
又は名称 

） 
 

 

登 録 申 請 書 
 

貸金業法第３条第１項の規定により貸金業者の登録 

を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、 

事実に相違ありません。 

 

 

 

 

 

 

  

（記載上の注意） 

１．不要な字句は消して使用すること。 

２．氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。  
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〔記載方法〕 

 【 】は、説明を行う該当箇所を明示するため説明用項目です。 

 

１ 【日付】は、登録申請を実際に行う日を記載します。 

   更新の登録申請を行う場合、有効期間満了の２か月前までに申請を行う必要があります。 

  （施行規則第５条） 

   【注意－有効期間満了の２か月前までに更新の登録申請を行わない場合登録が失効します】 

有効期間満了の２か月前までに更新の登録申請を行わないと不更新の扱いになり、貸金業者登

録が失効しますので注意して下さい。不更新後に登録申請を行う場合、新規登録の扱いになりま

す。登録が失効した場合、新たに貸金業者登録を行わない限り、新たな貸付け契約等は行うこと

ができなくなります。 

 

２ 【住所】は、「１－１－１－１０１」などのような省略表記を行わず、「１丁目１番１号 千代田中

央ビル１０１号室」と正しく記載して下さい。 

 ★【住所】は、法人の場合､登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地、個人の場合は現住所（現住

所において貸付けに関する業務を営まない場合には、貸付けに関する業務に係る主たる営業所等

の所在地）を記載して下さい。 

 【※注－ ビル名について － 登記簿上の所在地にビル名が含まれていない場合】 

  登記簿上の所在地にビル名が含まれていない場合、ビル名の記載は原則不要です。 

   ※一部、ビル名を求める登録行政庁もありますので、その場合は指導に従ってください。 

 

３ 【商号又は名称】 

(1) 法人の場合 

商業登記簿（法人の登記事項証明書に記載された商号）に登記された商号を記載して下さい。 

(2) 個人の場合 

商号登記を行っているときは、その商号を記載して下さい。 

商号登記を行っていない場合は、屋号等の名称のうち１つを記載することができます。 

 

４ 【氏名】については、登録申請者が外国人の場合で、住民票に通称が記載されている時は、当該通

称をカッコ書きで併記することができます。 

 

 

５「法定代理人 氏名、商号又は名称 」は、未成年者が貸金業を営む場合に法定代理人の氏名を記載

して下さい。 

   なお、記載を要しない場合は、二本線で消して下さい。 

※「法定代理人」は、親権者や未成年後見人を指します。 

２０１１年６月３日に公布された「民法等の一部を改正する法律」により、未成年後見人は、複数人あるいは法人を選任することが可能

となりましたので、法定代理人欄の表記が｢氏名、商号又は名称｣に変わりました。（施行日は平成２４年４月１日････法改正） 

 


